
第２５号議案 

 

 

   専決処分の承認について 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和 ２ 年 ５ 月１４日 

 

               提出者 府中市長 高 野 律 雄 

 

 

 

 

 

 

（説明） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処

分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでありま

す。 
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   府中市市税条例等の一部を改正する条例の専決処分について 

 

 府中市市税条例等の一部を改正する条例については、特に緊急を要し、市議会

を招集する時間的余裕がなかったので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分する。 

 

 

   令和 ２ 年 ３ 月３０日 

 

 

                府中市長 高 野 律 雄 
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   府中市市税条例等の一部を改正する条例 

 

（府中市市税条例の一部改正） 

第１条 府中市市税条例（昭和２９年５月府中市条例第１４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第３７条の３の２の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に

改め、同条第１項第３号を削り、同項第４号を同項第３号とする。 

  第３７条の３の３の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に

改め、同条第１項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項第３号

を削り、同項第４号を同項第３号とする。 

  第４７条第２項中「第６６条の７第４項及び第１０項」を「第６６条の７第

５項及び第１１項」に改める。 

  第５３条第２項中「登録されている」を「登録がされている」に改め、同条

第４項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、「こ

れを」を削り、「課する」を「課することができる」に改め、同項に後段として

次のように加える。 

   この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、

その旨を当該使用者に通知しなければならない。 

  第５３条第５項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に、

「登録されている」を「登録がされている」に、「みなす」を「みなすことがで

きる」に改め、同条第６項中「によつて」を「により」に、「第４９条の２」を

「第４９条の３」に、「みなす」を「みなすことができる」に改め、同条第７項

中「第１０条の２の１２」を「第１０条の２の１５」に改める。 

  第５９条第９項及び第１０項中「第３４９条の３第１２項」を「第３４９条

の３第１１項」に改める。 

  第５９条の２の見出し及び同条第１項中「第３４９条の３第２８項」を「第

３４９条の３第２７項」に改め、同条第２項中「第３４９条の３第２９項」を

「第３４９条の３第２８項」に改め、同条第３項中「第３４９条の３第３０項」

を「第３４９条の３第２９項」に改める。 
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  第８８条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項（法第

４６９条第１項第３号又は第４号に係る部分に限る。）」に、「第１６条の２の

３」を「第１６条の２の３第２項」に、「提出しない場合には、適用しない」を

「提出している場合に限り、適用する」に改め、同項を同条第３項とし、同条

第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の規定は、

卸売販売業者等が、同条第１項第１号又は第２号に掲げる製造たばこの売渡

し又は消費等について、第９０条第１項又は第２項の規定による申告書に前

項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の適用を受け

ようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第１６条

の２の３第１項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。 

  第９０条第１項中「第８８条第２項」を「第８８条第３項」に改める。 

  付則第６条第１項中「令和３年度」を「令和６年度」に改める。 

  付則第９条の２第２項中「平成３１年度適用土地又は平成３１年度類似適用

土地」を「令和元年度適用土地又は令和元年度類似適用土地」に改める。 

  付則第１５条の２第１項及び第２項中「令和２年度」を「令和５年度」に改

める。 

 （府中市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 府中市市税条例の一部を改正する条例（令和元年６月府中市条例第３号）

の一部を次のように改正する。 

  第３条のうち、府中市市税条例第２４条第１項第２号の改正規定を削る。 

  付則第１条第４号を次のように改める。 

  (4) 削除 

  付則第１条第５号中「（前号に掲げる改正規定を除く。）」を削る。 

  付則第３条を次のように改める。 

 第３条 削除 

   付 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 
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（市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の府中市市税

条例（以下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、令和２

年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の

市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３７条の３の２第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同

項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項に規定する申告書につ

いて適用する。 

３ 新条例第３７条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所

得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金

等（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。）について提出する

新条例第３７条の３の３第１項に規定する申告書について適用する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分

は、令和２年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分まで

の固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第５３条第４項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税につ

いて適用し、令和２年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 


